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　平成23年3月11日に東日本を襲った大規模な地震と

津波は、東日本地方の広い範囲に未曾有の被害をもた

らしました。

　犠牲者の皆様に哀悼の意をささげ、ご遺族の皆様に

心からお悔やみを申し上げるとともに、被災された皆

様に心からお見舞いを申し上げます。

　さらに、被災地では原発事故の発生も追い討ちをかけ、

大変困難な状況が続いておりますが、今、全国から、

そして世界から、たくさんの救援の手が差し伸べられ

ております。

　島原市は、平成 3 年の雲仙・普賢岳噴火災害から今

年で丸20年の節目の年を迎えます。全国の多くの皆様

からの心温まるご支援により復興することができました。

私たち島原市民は、その感謝の気持ちを胸に忘れずに、

今回の大震災に対する様々な支援活動を全力で取り組

んでおります。

・3月13日、「自治体防災情報ネットワーク連絡会加

　盟都市災害時相互応援に関する協定書」に基づいて、

　本市で災害用として備蓄していた毛布、タオルケッ

　ト各800枚、給水袋480枚を仙台市へ搬送

・「東日本大震災島原市緊急支援本部」「東日本大震

　災支援島原実行委員会」を設置し、義援金募金箱の

　設置や救援物資の受付、3月18日、応援給水のため

　の水道局職員の現地派遣

・ 3 月31日、市民の皆様から寄せていただきました毛

　布やタオル、下着等の救援物資や島原の天然水を配

　送拠点となっている大村市に搬送

・ 4 月 1 日、本市で定めている基準に基づき、災害救

　助法が適用されております被災自治体に対して、総

　額で680万円の災害見舞金を送付

・ 4 月 5 日、 3 月末までに本市でお預かりしました義

　援金21,422,376円を日本赤十字社長崎県支部へ持参

　（4月15日現在までの義援金総額34,610,605円）

　さらに、市では、被災された方の受け入れも行って

おりまして、本市の市営住宅に、現在、福島県から避

難されました 3 世帯、 8 名の皆様に入居していただい

ております。また、市民皆さんからも被災者受け入れ

についての申し出などもあっております。

　今後、被災自治体への保健師等の専門職員や事務職

員の派遣等も予定していますが、市としては、市民皆

さんとともに力を合わせ、被災地の一日も早い復興の

ために、出来うる限りの支援を続けてまいりたいと考

えております。
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